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照明器具の確認に係るアンケート調査について（依頼） 

   

本市行政の推進につきまして，日頃から御協力をいただき，厚く御礼申し上げます。 

さて，古い工場やビル等に使用されている照明器具には，毒性のあるポリ塩化ビフェニ

ル（ＰＣＢ）が含まれている可能性があり，法律により，令和５（２０２３）年３月３１

日までに，所有者が処分するよう義務付けられております。 

つきましては，ＰＣＢによる被害の未然防止と，期限内の適正処理を推進するため，建

物の照明器具にＰＣＢが含まれているかどうか御確認いただいた上で，下記のアンケート

調査に御協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１．アンケート調査の対象建物 

○ 昭和５２（１９７７）年３月以前に宇都宮市内に建てられた事業用建物 

※ 平成３１（２０１９）年４月現在の行政情報を基準とする，工場や店舗，事務所，

作業所，倉庫，共同住宅の共用部分などの照明器具に係るアンケート調査です。 

 

２．回答期限 

・ 令和元（２０１９）年 １１月１５日（金） 

※ 返信用封筒に，記入した調査票を封入し送付してください。 

 

３．問い合わせ先（本調査に関する，調査票の記入方法や調査内容など） 

 

＜次ページにつづく＞ 



アンケート調査について 

 

１．調査目的 

昭和５２（１９７７）年３月以前に建てられた事業用建物に使用されている照明器具

には，毒性のあるＰＣＢが含まれている可能性があり，劣化によりそのＰＣＢが漏洩す

るおそれがあります。 

また，ＰＣＢを含む照明器具は，「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に

関する特別措置法」（以下，「ＰＣＢ特別措置法」という。）において，所有者が期限内

に処分するよう義務付けられております。 

つきましては，本市内のＰＣＢ廃棄物等の状況を把握し早期適正処理を推進するため，

環境省のマニュアルに基づきアンケート調査を実施するものです。 

なお，この調査につきましては，内容が確認できるまで繰り返し問い合わせることも

ありますので，御協力をお願いいたします。 

 

２．調査対象者の選定方法について 

  今回，調査票をお送りした方につきましては，環境省の「ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こ

し調査マニュアル（第５版）」に基づく以下の方を対象としております。 

  ・ 昭和５２年３月以前に建築された事業用建物の所有者 

  ・ 事業所の開設時期が昭和５９年以前の事業者 

 

３．同封資料 

① 依頼文（本紙） 

② 調査票「照明器具の確認に係る調査票」 

③ 調査票（予備） 

④ 資料１「はじめにお読みください」 

⑤ 資料２「照明器具の確認方法」 

⑥ 資料２－①「『照明器具のラベル』から判別する方法」 

  ＜裏面 資料２－②「照明器具内の『安定器の銘板』から判別する方法」＞ 

⑦ 返信用封筒（切手不要） 

 

４．ＰＣＢに関する技術的相談について（照明器具の確認方法など） 

・ 受付窓口：公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団（東京都内） 

・ 電話番号：０１２０－９０７－０３３ 

・ 受付期間：令和元（２０１９）年１１月１５日までの 平日 午前１０時 ～ 午後５時  

 

５．留意事項 

（１）使用中の照明器具は，感電のおそれがあるため，なるべく電気工事業者や専門の調

査会社，建物のメンテナンス会社等にご相談の上，安全な方法で調査してください。 

（２）建物の竣工図書，過去の調査記録等があれば，それを利用して確認してください。 

（３）ＰＣＢを含む安定器の所有者は，法律に基づき，毎年，宇都宮市長に保管状況の届

出義務があります。 

所 管 課：宇都宮市 廃棄物対策課 

担 当 者：菊池，鈴木 

電話番号：０２８－６３２－５１３７ 


